SNS連携ツール利用契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社または個人事業主●●（以下「乙」という。）は、乙が提供するSNS連携ツールの利用に関し、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。
　
第1条（目的）
本契約は、乙が提供するSNS連携ツール（以下「本サービス」という。）の利用条件および甲乙間の権利義務関係を定め、甲が自社SNSアカウントの運用・分析等のために本サービスを適正かつ安全に利用することを目的とする。
　
第2条（定義）
本契約における用語の定義は、次のとおりとする。
1. 「本サービス」とは、SNSアカウント（X、Instagram、Facebook、YouTube等）との連携により投稿管理・分析・自動化を行う乙のクラウドサービスをいう。
2. 「利用者データ」とは、甲が本サービス上で登録または送信した投稿内容、コメント、画像、ログイン情報、及び連携SNSの統計情報等をいう。
3. 「アカウント情報」とは、甲が本サービスを利用するために登録するID、パスワード、メールアドレス等をいう。
　
第3条（契約の成立・期間）
1. 本契約は、甲が乙の定める利用申込手続きを完了し、乙がこれを承諾した時点で成立する。
2. 契約期間は、利用開始日から1年間とし、いずれか一方が満了日の30日前までに書面で更新拒絶の意思表示をしない限り、同一条件で自動的に1年間更新される。
　
第4条（利用料金及び支払方法）
1. 甲は、乙が別途定める料金表に従い、利用料金を乙に支払うものとする。
2. 支払方法は、乙指定の銀行口座振込またはクレジット決済とする。
3. 支払期日を過ぎても支払いがない場合、甲は年14.6％の割合による遅延損害金を支払うものとする。
　
第5条（禁止事項）
甲は、次の各号に該当する行為をしてはならない。
1. 本サービスを第三者に譲渡・貸与・再販・再利用させる行為
2. 不正アクセス、スクレイピング、リバースエンジニアリング等により本サービスのソースコード等を解析する行為
3. 法令、公序良俗又はSNS運営会社の利用規約に反する投稿・連携行為
4. 他者の著作権・肖像権・商標権等を侵害する行為
5. その他、乙が不適切と判断する行為
　
第6条（知的財産権）
1. 本サービスに関する著作権、プログラム、データベース、ノウハウ等の一切の知的財産権は乙または正当な権利者に帰属する。
2. 甲が本サービスを利用して投稿または生成したデータの著作権は、甲に帰属する。ただし、乙はサービス提供・改良・統計分析の目的で、当該データを匿名化した上で利用できるものとする。
　
第7条（SNSアカウント連携の管理）
1. 甲は、自己の責任においてSNSアカウントの管理を行い、第三者にログイン情報を開示または共有してはならない。
2. 乙は、甲が本サービスに登録したアカウント情報を、連携設定のために必要な範囲内でSNS運営会社に送信・保存することができる。
3. SNS運営会社の仕様変更等により本サービスの一部が利用できなくなった場合でも、乙はその責任を負わないものとする。
　
第8条（秘密保持）
1. 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上・技術上その他の秘密情報を、相手方の書面による事前承諾なく第三者に開示・漏えいしてはならない。
2. 前項の義務は、本契約終了後3年間存続する。
　
第9条（個人情報の取扱い）
乙は、甲が提供する個人情報を、個人情報保護法その他関連法令に従い、以下の目的の範囲で適正に取り扱う。
1. 本サービスの提供および運用管理のため
2. 障害・不具合の調査対応のため
3. サービス改善・新機能開発のため
　
第10条（サービスの中断・停止）
1. 乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、事前通知なく本サービスの全部または一部を中断または停止することができる。
　(1) システム保守または障害発生時
　(2) 天災地変、停電、通信回線障害等により提供困難となった場合
　(3) SNS運営会社によるAPI提供停止や仕様変更があった場合
2. 乙は、前項に基づくサービス中断・停止により甲に損害が生じても、一切の責任を負わない。
　
第11条（契約解除）
1. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、催告なく直ちに本契約を解除することができる。
　(1) 本契約に違反し、相当期間を定めた催告にもかかわらず是正しない場合
　(2) 差押・破産・民事再生等の申立を受けた場合
　(3) 支払停止または支払不能となった場合
2. 契約解除後も、既に発生した債務は存続するものとする。
　
第12条（損害賠償）
1. 甲または乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、その損害（弁護士費用を含む）を賠償しなければならない。
2. ただし、乙の責任は、当該契約期間中に甲が乙に支払った利用料金の総額を上限とする。
　
第13条（免責事項）
乙は、次の事項について一切の責任を負わない。
1. SNSプラットフォーム側の停止・仕様変更による不具合
2. 甲の誤操作・設定ミス・連携アカウント削除による損害
3. 甲の投稿内容・広告表現に起因する法的責任
　
第14条（反社会的勢力の排除）
1. 甲および乙は、自己または役員等が反社会的勢力に該当しないことを表明・保証する。
2. 前項に違反した場合、相手方は何らの催告を要せずに本契約を解除できる。
　
第15条（契約の譲渡等の禁止）
甲は、乙の書面による承諾なく、本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡、担保提供してはならない。
　
第16条（存続条項）
第6条（知的財産権）、第8条（秘密保持）、第9条（個人情報）、第12条（損害賠償）、本条および第17条は、本契約終了後も有効に存続する。
　
第17条（準拠法および合意管轄）
本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
　
本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
　
●●年●月●日

甲　●●株式会社
所在地：〒●●●-●●●●　東京都●●区●●
代表者名：

乙　●●株式会社（または個人事業主●●）
所在地：〒●●●-●●●●　東京都●●区●●
代表者名：

